日本体育大学同窓会表彰規程

第1条　この規程は、日本体育大学同窓会会則第4条第1項6号及び第42条（細則）の規定に基づき、会員の表彰に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条　表彰は、次のとおりとする。
（1）　日本体育大学同窓会表彰
（2）　日本体育大学同窓会スポーツ奨励賞顕彰
第3条　それぞれの表彰の選考については、次の基準により行う。
（1）　日本体育大学同窓会表彰
・日本体育大学同窓会の本部・支部において、会の発展に貢献、寄与した者。推薦は表彰規程施行細則による。
（2）　スポーツ奨励賞顕彰
・日本体育大学同窓会スポーツ奨励賞顕彰細則による。
（3）　その他本会会長が特に必要と認めた者
第4条　選考委員会は次の委員をもって構成する。
委員長　1人
委員　4人
[bookmark: _GoBack]（1）　委員長は本会の会長を充てる。
（2）　委員は副会長1人、幹事長及び幹事2人を会長が委嘱する。
第５条　第３条の選考基準については役員会の審議を経て決定するものとする。
第６条　この規程の改廃は、役員会の議を経て代議員会に報告する。
附則
この規程は昭和54年12月10日から施行する。
附則
この規程は昭和56年4月1日から施行する。
附則
この規程は昭和58年4月1日から施行する。
附則
この規程は昭和62年4月1日から施行する。
附則
この規程は平成6年3月10日から施行する。
附則
この規程は平成8年3月9日から施行する。
附則
この規程は平成16年11月19日から施行する。
附則
この規程は平成19年10月14日から施行する。
附則
この規程は平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は令和2年4月1日から施行する。
